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【 留萌市自治基本条例の特徴 】
◎
◎
◎
◎
◎

市民による自治を理想とした「自治の理念」を定めています。
自治の担い手として「市民」「議会」「市」それぞれの役割と責務を定めています。
基本原則「情報共有・市民参加・協働」を定めています。
市が仕事を進めるための「都市経営の考え方」を定めています。
世の中の変化に敏感に対応するため、条例が正しく実施されているかを定期的に確認し、
条例を見直すことができるように定めています。

　自治の主権者として、互いに尊重し、自治に参
加します。自治の担い手としてコミュニティの役
割と責務を認識し、コミュニティを守り育てるよ
う努めなければなりません。

　市の議決機関として、重要な政策を総合的な視
点に立って審議し、意思決定します。

　公正で誠実に仕事を進め、その内容や進め方を
常に見直し、最小の経費で最大の効果を上げるよ
う努めなければなりません。

◉
自
治
と
は
？

　
市
民
一
人
ひ
と
り
が
み
ん
な
の
幸
せ

な
暮
ら
し
を
願
い
、
市
政
の
方
向
を
決

定
し
、
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
っ
て
い
く

こ
と
で
す
。

◉
留
萌
市
自
治
基
本
条
例
と
は
？

　
留
萌
市
自
治
基
本
条
例
は
、
平
成
18

年
12
月
に
議
会
で
議
決
さ
れ
、
19
年
４

月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
市
民
に

よ
る
自
治
を
理
想
と
し
て
掲
げ
る
「
自

治
の
理
念
」
や
３
つ
の
基
本
原
則
「
情

報
共
有
」「
市
民
参
加
」「
協
働
」
な
ど

を
定
め
て
い
ま
す
。

◉
３
つ
の
基
本
原
則

　
「
情
報
共
有
」
は
、
市
民
に
は
「
情

報
を
求
め
る
権
利
・
知
る
権
利
」、
市

に
は
「
情
報
を
提
供
す
る
義
務
」
が
あ

り
、
自
治
に
関
す
る
情
報
を
互
い
に
提

供
し
合
い
共
有
す
る
こ
と
を
原
則
と
し

て
い
ま
す
。

　
「
市
民
参
加
」
は
、
市
民
は
「
市
政

に
関
心
を
持
ち
積
極
的
に
行
動
す
る
こ

と
」、
市
は
「
市
民
が
参
加
し
や
す
い

環
境
を
つ
く
る
こ
と
」
を
原
則
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
協
働
」
は
市
民
、
議
会
お
よ
び
市

が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
分
担

し
、
互
い
に
対
等
な
立
場
で
連
携
・
協

力
し
て
自
治
を
進
め
る
こ
と
を
原
則
と

し
て
い
ま
す
。

市 民市 民

議 会議 会 市市　職員は、市民の立場に立ち、全力で職務に取り
組まなければなりません。

みんなで進める まちづくりみんなで進める まちづくり
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「市民が主役のまちづくり」「市民が主役のまちづくり」
　　　　　　を進めよう　　　　　　を進めよう

　市では、留萌市自治基本条例に基づき、「市民が主役のまちづ
くり（市民自治）」を推進しています。
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▼「市民が主役のまちづくり」を進めるためには、市民の自治への参加が不可欠です。市民が
自ら考え、行動する市民自治のためには「情報共有」が最も基本的な原則です。市民には、情
報を受け取るだけでなく手に入れる「情報を求める権利・知る権利」があります。
　市では、広報誌「広報留萌」の発行・配付や市ホームページ、公式ＬＩＮＥなどを通じて皆
さんに情報を発信しています。
　また、市民がまちづくりの直接的な行動を取ることが「市民参加」の原則です。市民は市政
に関心を持って積極的に行動し、市は皆さんが参加しやすい環境づくりに努めています。

　市主催の「クリーンアップ日本海」などの清掃活
動へ積極的に参加しましょう。参加しやすい環境づ
くりを進めるためには、職場などの支援も必要です。

　市と市民とが「対等・協力」という関係を築いてい
くことが大切です。市では、広路の環境美化などに取
り組む環境美化パートナー制度を推進しています。

　市が実施する「お茶の間トーク（出前トーク）」
や広報誌「広報留萌」などを活用してまちの情報を
集めることが、自治に参加する際に役立ちます。

　市が開催する「まちづくり懇談会」などでは、今
後の市政運営に関する情報を得ることができるの
で、未来を見据えた活動が可能になります。
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情報共有

市民参加

情報共有

協　働

自治に参加しましょう自治に参加しましょう

▼お茶の間トークの様子 ▼まちづくり懇談会の様子

▼クリーンアップ日本海の様子
▼環境美化パートナー制度の広路
花壇植栽の様子

◎留萌市自治基本条例の全文は、
　市ホームページ（下記ＱＲ）か
　らご覧いただけます。


